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告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
十
五
号 

 
行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
）
第
十
四
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た

の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

処
分
を
受
け
た
行
政
書
士 

 

イ 

氏
名 

 
 

 

川
村 

大
輔 

 

 

ロ 

事
務
所
の
名
称 

 
 

 

つ
く
よ
み
行
政
書
士
事
務
所 

 

ハ 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

 

埼
玉
県
川
口
市
芝
中
田
一
丁
目
二
十
五
番
三
―
三
〇
六
号
ウ
ィ
ン
ベ
ル
デ
ュ
エ
ッ
ト
川
口 

 

ニ 

登
録
番
号 

 
 

 

第
一
三
一
三
〇
〇
四
二
号 

二 

処
分
を
し
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日 

三 

処
分
の
内
容 

 
 

一
年
間
の
業
務
の
停
止
（
平
成
二
十
八
年
八
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
八
月
九
日
ま
で
） 

              



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
十
六
号 

 
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特

定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お

り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
埼
玉
県
坂
戸
市
千
代
田
五
丁
目
三
番
一
の
一
部
及
び
三
番
二
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

 
 



 

 

別図 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
十
七
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
マ
ル
サ
ン
吉
川
店 

 
 

 

埼
玉
県
吉
川
市
中
野
五
十
七
番
地
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
の
意
見
の
概
要 

 
 

⑴ 

道
路
交
通
法
の
遵
守
。
道
路
環
境
の
安
全
確
保
及
び
交
通
事
故
の
防
止 

 
 

 
 

店
舗
及
び
倉
庫
周
辺
の
市
道
は
幅
員
が
狭
く
、
ま
た
生
活
道
路
か
つ
通
学
路
で
も
あ
る

た
め
次
の
点
に
配
慮
す
る
こ
と
。 

 
 

 

㈠ 

歩
行
者
の
安
全
確
保
を
図
る
こ
と
。 

 
 

 

㈡ 

店
舗
及
び
倉
庫
周
辺
の
市
道
を
走
行
す
る
際
は
徐
行
の
上
、
市
民
生
活
へ
悪
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
を
極
力
避
け
る
こ
と
。 

 
 

 

㈢ 

路
上
で
の
駐
車
及
び
荷
さ
ば
き
作
業
を
し
な
い
こ
と
。 

 
 

 

㈣ 

そ
の
他
、
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

 
 

⑵ 

吉
川
市
環
境
保
全
条
例
に
基
づ
き
、
騒
音
等
に
係
る
規
制
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

⑶ 

騒
音
・
悪
臭
な
ど
に
関
す
る
周
辺
住
民
か
ら
の
意
見
に
対
し
て
、
速
や
か
に
解
決
に
努 

 

め
る
こ
と
。 

⑷ 

事
業
系
廃
棄
物
の
適
正
処
理
に
努
め
る
と
と
も
に
、
リ
サ
イ
ク
ル
等
の
促
進
及
び
廃
棄

物
の
減
量
に
努
め
る
こ
と
。 

 
 

⑸ 

道
路
上
に
廃
棄
物
等
を
置
か
な
い
こ
と
。 

 
 

⑹ 

事
業
主
側
が
原
因
で
、
前
面
道
路
に
破
損
が
生
じ
た
場
合
は
、
自
己
負
担
で
修
繕
を
行 

 
 

 

う
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
九
月
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
十
八
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
マ
ル
サ
ン
吉
川
店 

 
 

 

埼
玉
県
吉
川
市
中
野
五
十
七
番
地
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

⑴ 

ト
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て 

 
 

 
 

住
民
の
安
全
と
生
活
環
境
を
配
慮
し
、
小
型
ト
ラ
ッ
ク
よ
り
大
き
い
ト
ラ
ッ
ク
の
搬
入 

 
 

 

は
す
べ
て
店
の
正
面
か
ら
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

（
理
由
） 

 
 

 

㈠ 

倉
庫
ま
で
の
道
は
、
見
通
し
の
悪
い
カ
ー
ブ
が
多
い
う
え
、
道
幅
も
せ
ま
く
、
乗
用 

 
 

 
 

車
同
士
の
す
れ
違
い
が
困
難
な
場
所
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
通
学
す
る
子
供
た
ち
の
横 

 
 

 
 

を
ト
ラ
ッ
ク
が
す
れ
す
れ
に
通
り
、
危
険
な
場
面
が
何
度
も
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

㈡ 

荷
さ
ば
き
施
設
③
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
が
車
道
に
は
み
だ
し
て
お
り
、
荷
物
を
積
載
し
た 

 
 

 
 

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
が
車
道
を
通
り
、
道
路
交
通
法
違
反
の
荷
さ
ば
き
作
業
を
し
て
い
る 

 
 

 
 

こ
と
。
さ
ら
に
乗
用
車
同
士
の
す
れ
違
い
を
不
可
能
に
し
て
い
る
う
え
、
自
転
車
・
歩 

 
 

 
 

行
者
に
と
っ
て
も
危
険
な
状
況
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

 

㈢ 

従
業
員
に
よ
る
ト
ラ
ッ
ク
の
誘
導
が
な
い
こ
と
。 

 
 

 

㈣ 

ト
ラ
ッ
ク
が
通
る
と
、
道
路
沿
い
の
家
が
振
動
に
耐
え
ら
れ
な
い
こ
と
。 

 
 

 

㈤ 

ト
ラ
ッ
ク
の
走
行
（
エ
ン
ジ
ン
音
）
が
騒
音
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
朝
四
時 

 
 

 
 

か
ら
、
夜
十
時
ま
で
搬
入
の
た
め
ト
ラ
ッ
ク
が
通
行
し
て
い
る
こ
と
。
特
に
土
曜
日
と 

 
 

 
 

水
曜
日
は
通
行
台
数
が
か
な
り
多
い
こ
と
。 

 
 

 

㈥ 

店
の
正
面
は
出
入
口
も
広
く
、
大
き
な
駐
車
場
も
あ
り
、
住
宅
地
に
隣
接
し
て
い
な 

 
 

 
 

い
た
め
生
活
環
境
へ
の
影
響
が
な
い
こ
と
。 

 
 

⑵ 

店
か
ら
の
調
理
臭
に
つ
い
て 

 
 

 
 

住
宅
地
ま
で
臭
わ
な
い
よ
う
、
定
期
的
に
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
管
理
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

（
理
由
） 

 
 

 
 

店
か
ら
数
十
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
宅
地
ま
で
調
理
臭
が
た
だ
よ
っ
て
く
る
こ
と
。 



 
 

⑶ 

住
民
へ
誠
意
あ
る
対
応
に
つ
い
て 

 
 

 

住
民
か
ら
の
苦
情
・
要
望
に
、
誠
意
を
も
っ
て
対
応
し
て
く
だ
さ
い
。
誠
意
を
も
っ
て 

 
 

対
応
で
き
る
担
当
者
を
決
め
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
（
理
由
） 

 
 

 
 

今
ま
で
吉
川
市
同
席
の
も
と
住
民
と
の
話
合
い
の
場
が
あ
っ
た
も
の
の
、
実
際
の
被
害 

 
 

 

状
況
の
把
握
・
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
・
改
善
後
の
実
績
等
に
か
ん
し
て
具
体
的
な
説
明 

 
 

 

が
な
い
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
九
月
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
十
九
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
マ
ル
サ
ン
吉
川
店 

 
 

 

埼
玉
県
吉
川
市
中
野
五
十
七
番
地
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

 

以
前
、
店
側
と
の
協
議
の
場
に
出
席
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
目
立
っ
た
改
善
は
な
く
営
業 

 
 

に
係
る
騒
音
等
で
睡
眠
不
足
・
体
調
不
良
の
た
め
三
月
二
十
九
日
の
住
民
説
明
会
に
行
け
な 

 
 

か
っ
た
の
で
意
見
を
述
べ
ま
す
。 

 
 

⑴ 

倉
庫
か
ら
の
騒
音
に
つ
い
て 

 
 

 

倉
庫
の
立
地
条
件
が
悪
い
た
め
、
深
刻
な
騒
音
被
害
等
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
倉
庫
の 

 
 

利
用
を
や
め
、
大
型
冷
蔵
庫
な
ら
び
に
冷
凍
機
室
外
機
を
店
舗
側
に
移
設
し
、
倉
庫
内
作 

 
 

業
を
店
舗
側
で
お
こ
な
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

（
理
由
） 

 
 

 

㈠ 

気
温
が
高
く
な
る
と
、
冷
凍
機
室
外
機
〇
一
～
〇
三
か
ら
の
爆
音
・
振
動
（
地
な
り 

 
 

 
 

 
 

 
 

の
よ
う
な
音
）
が
一
昼
夜
・
長
期
間
に
わ
た
っ
て
続
き
、
安
眠
妨
害
、
体
調
不
良
の
原 

 

 
 

 
 

因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。 

 
 

 

㈡ 

倉
庫
南
東
に
小
さ
な
遮
音
壁
が
設
置
さ
れ
た
が
、
相
変
わ
ら
ず
冷
凍
機
室
外
機
〇
一 

 
 

 
 

～
〇
三
か
ら
爆
音
が
聞
こ
え
る
の
で
、
効
果
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
。 

 
 

 

㈢ 

こ
の
地
域
で
倉
庫
に
設
置
で
き
る
原
動
力
は
〇
・
七
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
す
。
六
・ 

 
 

 
 

一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
を
三
機
並
ん
で
設
置
と
は
周
囲
の
生
活
環
境
へ
の
配
慮
が
無
さ
過
ぎ
る 

 
 

 
 

こ
と
。 

 
 

 

㈣ 

倉
庫
と
東
西
の
密
集
し
た
住
宅
は
、
倉
庫
の
壁
一
枚
で
隔
て
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ 

 
 

 
 

り
、
敷
地
も
狭
く
、
早
朝
か
ら
夜
遅
く
ま
で
、
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
開
け
た
ま
ま
の
倉
庫
内 

 
 

 
 

作
業
音
・
振
動
を
出
し
て
い
る
た
め
、
隣
の
部
屋
で
倉
庫
内
作
業
を
し
て
い
る
か
の
よ 

 
 

 
 

う
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

㈤ 

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
・
台
車
の
走
行
音
・
話
し
声
・
荷
さ
ば
き
音
が
う
る
さ
い
こ
と
。 

 

 
 

 
 

 

（
倉
庫
の
南
北
の
出
入
口
を
全
て
閉
じ
て
か
ら
作
業
し
て
く
だ
さ
い
。
） 



 
 

 

㈥ 

倉
庫
東
・
西
側
の
狭
い
空
き
地
の
住
宅
際
ま
で
自
転
車
・
バ
イ
ク
が
走
行
し
、
早
朝 

 
 

 
 

五
時
前
か
ら
深
夜
ま
で
従
業
員
の
入
れ
替
わ
り
に
伴
う
従
業
員
の
足
音
・
話
し
声
が
騒 

 
 

 
 

音
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
。
（
従
業
員
用
駐
輪
場
は
店
舗
正
面
の
駐
車
場
に
移
転 

 
 

 
 

す
る
か
、
自
転
車
・
バ
イ
ク
が
侵
入
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。
） 

 
 

⑵ 

倉
庫
か
ら
の
悪
臭
に
つ
い
て 

 
 

 
 

倉
庫
の
換
気
扇
か
ら
の
悪
臭
・
塵
・
ほ
こ
り
が
ひ
ど
く
、
住
宅
の
窓
が
開
け
ら
れ
な
い 

 
 

 

た
め
、
住
宅
に
面
す
る
換
気
扇
を
塞
い
で
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑶ 

店
舗
か
ら
の
騒
音
に
つ
い
て 

 
 

 

㈠ 

店
内
放
送
、
店
内
騒
音
、
市
道
（
水
路
上
の
）
台
車
の
走
行
音
、
話
し
声
が
住
宅
地 

 
 

 
 

に
響
き
ま
す
。
特
に
休
日
は
店
内
に
い
る
か
の
よ
う
で
す
。 

 
 

 

㈡ 

店
舗
の
屋
根
の
上
の
室
外
機
の
騒
音
が
う
る
さ
い
の
で
、
全
て
の
室
外
機
の
音
が
住 

 
 

 
 

宅
に
聞
こ
え
な
い
よ
う
に
防
音
の
対
策
を
講
じ
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑷ 

店
舗
か
ら
の
悪
臭
に
つ
い
て 

 
 

 
 

店
舗
調
理
臭
が
、
住
宅
に
漂
っ
て
、
窓
を
開
け
ら
れ
ず
、
庭
に
も
出
ら
れ
ず
、
気
持
ち 

 
 

 

が
悪
く
な
り
ま
す
。
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
継
続
す
る
と
と
も
に
、
他
店
同
様
、
一
般
的
に
大 

 
 

 

型
店
舗
に
採
用
さ
れ
て
い
る
装
置
を
設
置
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑸ 

荷
さ
ば
き
施
設
③
に
つ
い
て 

 
 

 

㈠ 

倉
庫
に
搬
入
す
る
ト
ラ
ッ
ク
が
、
荷
さ
ば
き
施
設
③
に
入
り
き
れ
ず
狭
い
道
路
に
は 

 
 

 
 

み
出
し
て
、
視
界
が
さ
え
ぎ
ら
れ
て
お
り
、
走
行
車
・
自
転
車
・
通
行
人
が
互
い
を
目 

 
 

 
 

視
で
き
ず
、
危
険
な
場
面
に
出
く
わ
す
こ
と
が
多
い
た
め
、
ト
ラ
ッ
ク
が
は
み
出
さ
な 

 
 

 
 

い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

㈡ 

荷
物
を
積
ん
だ
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
も
道
路
に
出
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

㈢ 

荷
さ
ば
き
施
設
③
に
収
ま
り
き
れ
な
い
大
き
さ
の
ト
ラ
ッ
ク
は
、
店
舗
側
か
ら
の
搬 

 
 

 
 

入
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

㈣ 

早
朝
五
時
か
ら
荷
捌
き
を
し
て
い
ま
す
。
荷
さ
ば
き
可
能
な
時
間
外
は
荷
さ
ば
き
を 

 
 

 
 

行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑹ 

倉
庫
北
側
の
民
間
駐
車
場
に
つ
い
て 

 
 

 
 

ト
ラ
ッ
ク
待
機
の
た
め
乗
用
車
五
台
分
借
り
て
い
る
が
、
待
機
場
所
が
足
り
な
い
と
見 

 
 

 

受
け
ら
れ
ま
す
。
借
り
て
い
る
駐
車
場
で
待
機
で
き
な
い
ト
ラ
ッ
ク
は
、
店
舗
側
で
待
機 

 
 

 

す
る
と
と
も
に
、
荷
物
積
載
の
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
が
公
道
走
行
し
て
い
る
ト
ラ
ッ
ク
に
つ 

 
 

 

い
て
は
、
店
舗
側
で
の
搬
入
作
業
に
切
り
替
え
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

（
理
由
） 

 
 

 

㈠ 

民
間
駐
車
場
で
搬
入
ト
ラ
ッ
ク
が
、
他
者
が
借
り
て
い
る
場
所
等
に
何
台
も
停
ま
っ 

 
 

 
 

て
い
る
こ
と
。 



 
 

 

㈡ 

ま
た
、
そ
の
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
物
を
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
が
積
み
、
道
路
を
横
断
し
て
倉 

 
 

 
 

庫
に
搬
入
し
て
い
る
こ
と
。 

 
 

 

㈢ 

荷
物
を
積
ん
だ
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
公
道
走
行
は
道
路
交
通
法
違
反
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 

（
危
険
で
す
の
で
絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
） 

 
 

⑺ 

安
眠
妨
害
に
つ
い
て 

 
 

 
 

夜
間
か
ら
早
朝
に
か
け
て
、
店
舗
側
か
ら
の
ト
ラ
ッ
ク
に
よ
る
搬
入
・
荷
さ
ば
き
の
音 

 
 

 

が
住
宅
地
に
ま
で
届
き
、
荷
さ
ば
き
の
た
び
に
起
こ
さ
れ
る
た
め
、
十
分
な
睡
眠
が
と
れ 

 
 

 

ま
せ
ん
。
静
か
に
搬
入
・
荷
さ
ば
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑻ 

住
民
へ
の
誠
意
あ
る
対
応
に
つ
い
て 

 
 

 
 

店
側
と
の
協
議
の
場
に
お
い
て
住
民
か
ら
苦
情
・
要
望
を
述
べ
ま
し
た
が
、
店
側
か
ら 

 
 

 

の
回
答
は
「
こ
う
し
た
、
あ
あ
し
た
」
と
い
っ
た
内
容
で
具
体
的
な
対
策
案
や
対
策
後
の 

 
 

 

結
果
等
、
実
際
に
参
考
と
な
る
内
容
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
住
民
へ
気
遣
い
や 

 
 

 

謝
罪
の
言
葉
は
い
っ
さ
い
あ
り
ま
せ
ん
。
今
ま
で
住
民
で
意
見
・
要
望
を
何
度
か
店
長
や 

 
 

 

社
長
宛
て
に
郵
送
や
手
渡
し
も
し
ま
し
た
が
、
返
事
が
い
っ
さ
い
あ
り
ま
せ
ん
。
今
後
は 

 
 

 

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
住
民
の
話
を
真
摯
に
受
け
止
め
、
問
題
を
前
向
き
に
解
決
で 

 
 

 

き
る
能
力
の
あ
る
担
当
者
を
決
め
て
く
だ
さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
九
月
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
十
号 

 
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ス
ー
パ
ー
マ
ル
サ
ン
吉
川
店 

 
 

 

埼
玉
県
吉
川
市
中
野
五
十
七
番
地
一 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

 

法
律
や
マ
ナ
ー
を
守
り
、
以
前
の
よ
う
に
住
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
に
配
慮
し
て 

 
 

く
だ
さ
い
。 

 
 

⑴ 

荷
さ
ば
き
施
設
③
に
つ
い
て 

 
 

 
 

大
型
ト
ラ
ッ
ク
が
荷
さ
ば
き
場
か
ら
車
道
に
は
み
出
て
い
ま
す
。
ト
ラ
ッ
ク
の
影
か
ら 

 
 

 

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
が
来
て
轢
か
れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト 

 
 

 

の
通
行
ス
ペ
ー
ス
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
荷
さ
ば
き
場
か
ら
は
み
出
な
い
大
き
さ
の
ト 

 
 

 

ラ
ッ
ク
だ
け
停
め
て
く
だ
さ
い
。
荷
物
積
載
の
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
公
道
走
行
は
道
路
交 

 
 

 

通
法
違
反
で
危
険
で
す
の
で
や
め
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑵ 

荷
さ
ば
き
施
設
③
向
か
い
の
月
極
駐
車
場
の
使
用
に
つ
い
て 

 
 

 
 

店
が
借
り
て
い
る
の
は
五
台
分
で
す
。
そ
の
他
の
場
所
に
ト
ラ
ッ
ク
を
何
台
も
駐
車
し 

 
 

 

な
い
で
く
だ
さ
い
。
月
極
駐
車
場
内
で
の
荷
さ
ば
き
・
フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
の
使
用
は
、
他 

 
 

 

の
使
用
者
の
迷
惑
で
す
の
で
や
め
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑶ 

倉
庫
と
店
舗
を
つ
な
ぐ
通
路
に
つ
い
て 

 
 

 
 

通
路
の
あ
る
場
所
は
市
道
で
す
。
こ
こ
で
の
私
語
・
呼
び
声
・
足
音
・
台
車
の
音
は
迷 

 
 

 

惑
行
為
で
す
の
で
や
め
て
く
だ
さ
い
。
開
店
の
翌
年
二
月
に
許
可
さ
れ
る
ま
で
、
市
道
に 

 
 

 

無
許
可
で
通
路
を
作
っ
て
使
っ
て
い
ま
し
た
。
手
続
き
は
き
ち
ん
と
し
て
く
だ
さ
い
。
通 

 
 

 

路
の
あ
る
市
道
は
「
歩
道
」
で
す
。
吉
川
市
の
書
類
も
歩
道
に
な
っ
て
い
ま
す
。
歩
道
の 

 
 

 

み
の
道
は
、
台
車
等
の
軽
車
両
の
通
行
は
道
路
交
通
法
違
反
で
す
。
立
地
が
悪
い
か
ら
と 

 
 

 

台
車
の
通
行
は
や
め
て
く
だ
さ
い
。
一
日
に
八
百
台
ち
か
く
の
台
車
が
歩
道
を
横
断
し
て 

 
 

 

い
ま
す
。
台
車
と
住
民
の
接
触
事
故
の
危
険
が
あ
り
ま
す
。
特
に
小
さ
な
子
供
や
お
年
寄 

 
 

 

り
の
通
行
は
と
て
も
危
険
な
た
め
、
歩
道
を
通
れ
な
く
な
っ
た
住
民
が
何
人
も
い
ま
す
。 

 
 

 

住
民
の
大
切
な
生
活
道
路
で
す
の
で
道
路
交
通
法
を
順
守
し
て
く
だ
さ
い
。 



 
 

⑷ 

店
舗
北
側
出
入
口
に
つ
い
て 

 
 

 
 

住
宅
地
に
接
す
る
店
舗
北
側
の
自
動
扉
は
、
開
い
て
か
ら
完
全
に
閉
じ
る
ま
で
約
十
四 

 
 

 

秒
で
す
。
一
日
に
八
百
回
台
車
が
通
る
と
一
万
千
二
百
秒
（
約
三
時
間
十
一
分
）
、
従
業
員 

 
 

 
の
通
行
も
何
百
回
と
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
び
に
店
内
の
音
が
住
宅
地
に
聞
こ
え
ま
す
。
店 

 
 

 

内
放
送
・
Ｂ
Ｇ
Ｍ
・
客
の
声
・
従
業
員
の
呼
び
声
・
レ
ジ
等
の
機
器
の
音
な
ど
。
特
に
休 

 
 

 

日
は
扉
が
ひ
ん
ぱ
ん
に
開
く
た
め
、
ま
る
で
店
内
に
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
自
動
扉
一
枚 

 
 

 

で
は
店
内
の
音
が
住
宅
地
に
筒
抜
け
の
た
め
、
緩
衝
場
所
を
設
け
て
二
重
扉
に
し
て
く
だ 

 
 

 

さ
い
。 

 
 

⑸ 

倉
庫
南
側
出
入
り
口
に
つ
い
て 

 
 

 
 

朝
五
時
～
夜
十
一
時
ま
で
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
開
い
て
い
る
た
め
、
倉
庫
内
の
音
が
住
宅
地 

 
 

 

に
筒
抜
け
で
す
。
緩
衝
場
所
を
設
け
て
二
重
扉
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑹ 

大
店
立
地
法
の
届
出
（
騒
音
予
測
）
に
つ
い
て 

 
 

 
 

午
前
五
時
～
六
時
と
午
後
十
時
～
十
一
時
の
騒
音
予
測
が
無
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
台 

 
 

 

車
平
坦
走
行
十
一
・
台
車
段
差
越
え
〇
三
は
こ
の
時
間
帯
に
何
十
台
も
あ
り
ま
す
。
シ
ャ 

 
 

 

ッ
タ
ー
開
閉
音
も
こ
の
時
間
帯
に
あ
り
ま
す
。
早
朝
・
夜
間
は
台
車
の
音
で
目
が
覚
め
る 

 
 

 

た
め
、
真
夏
で
も
窓
を
開
け
る
事
が
で
き
ま
せ
ん
。
窓
を
閉
め
て
も
台
車
の
音
が
聞
こ
え 

 
 

 

る
た
め
、
耳
栓
を
し
な
い
と
眠
れ
ま
せ
ん
。
台
車
平
坦
走
行
十
一
・
台
車
段
差
越
え
〇
三 

 
 

 

の
あ
る
場
所
は
住
宅
地
の
な
か
で
す
。
台
車
平
坦
走
行
十
一
・
台
車
段
差
越
え
〇
三
の
地 

 
 

 

点
で
も
騒
音
予
測
を
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑺ 

吉
川
市
環
境
保
全
条
例
の
遵
守
に
つ
い
て 

 
 

 
 

吉
川
市
の
騒
音
測
定
で
は
、
基
準
値
を
超
え
て
い
る
た
め
条
例
違
反
で
す
。
吉
川
市
環 

 
 

 

境
保
全
条
例
を
守
っ
て
く
だ
さ
い 

 
 

⑻ 

冷
凍
機
室
外
機
〇
一
～
〇
三
に
つ
い
て 

 
 

 
 

住
宅
地
内
へ
の
設
置
は
や
め
て
く
だ
さ
い
。
耐
え
が
た
い
騒
音
・
低
周
波
騒
音
の
発
生 

 
 

 

源
で
す
。
遮
音
壁
が
で
き
ま
し
た
が
、
小
さ
く
片
面
し
か
な
い
た
め
、
場
所
に
よ
っ
て
は 

 
 

 

逆
効
果
で
す
。
以
前
に
増
し
て
大
き
な
音
が
響
い
て
い
ま
す
。
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用 

 
 

 

地
域
で
倉
庫
に
設
置
で
き
る
原
動
力
は
〇
・
七
五
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
す
。
建
築
基
準
法 

 
 

 

を
順
守
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
ら
六
・
一
キ
ロ
ワ
ッ
ト
の
三
台
は
店
舗
南
側
等
、
住
宅
地 

 
 

 

に
影
響
が
無
い
場
所
に
移
設
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑼ 

ク
レ
ー
ム
対
応
で
き
る
担
当
者
の
配
置
に
つ
い
て 

 
 

 
 

店
舗
内
騒
音
・
台
車
騒
音
・
従
業
員
の
大
声
の
苦
情
を
言
う
た
め
何
度
か
店
に
電
話
を 

 
 

 

し
ま
し
た
。
最
初
は
事
務
所
の
方
が
話
し
を
聞
い
て
く
れ
ま
し
た
が
、
数
回
目
に
店
長
が 

 
 

 

出
て
「
苦
情
の
電
話
は
店
の
評
判
が
悪
く
な
る
か
ら
、
も
う
電
話
す
る
な
」
と
言
わ
れ
、 

 
 

 

対
応
は
お
ろ
か
話
し
も
聞
い
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
届
出
書
類
に
は
「
静
穏
に
努
め 



 
 

 

て
運
用
し
て
ま
い
り
ま
す
が
、
万
が
一
周
辺
住
民
の
方
々
よ
り
騒
音
に
関
す
る
ご
意
見
等 

 
 

 

を
頂
い
た
場
合
に
は
、
誠
意
を
も
っ
て
対
応
い
た
し
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。
誠
意
を
も
っ 

 
 

 

て
対
応
で
き
る
担
当
者
を
早
急
に
決
め
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑽ 
開
店
以
降
続
い
て
い
る
騒
音
等
の
問
題
の
解
決
に
つ
い
て 

 
 

 

㈠ 
平
成
二
十
六
年
十
月
十
日
の
開
店
以
降
、
騒
音
・
悪
臭
等
の
環
境
問
題
が
続
い
て
い 

 
 

 
 

ま
す
。
未
だ
に
市
議
会
の
一
般
質
問
で
と
り
あ
げ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
問
題
は
解
決 

 
 

 
 

し
て
い
ま
せ
ん
。
き
ち
ん
と
問
題
を
解
決
し
て
か
ら
営
業
時
間
を
延
長
す
べ
き
で
す
。 

 
 

 
 

ま
ず
は
、
開
店
以
降
続
い
て
い
る
騒
音
等
の
問
題
を
解
決
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

㈡ 

騒
音
問
題
の
解
決
に
は
、
吉
川
市
に
よ
る
継
続
し
た
騒
音
測
定
が
必
須
と
思
わ
れ
ま 

 
 

 
 

す
。
吉
川
市
の
騒
音
測
定
に
き
ち
ん
と
応
じ
る
べ
き
で
す
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
九
月
九
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
十
一
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

江
ヶ
崎
・
実
ヶ
谷
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の

氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

就
任 

 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

 

理
事 

新 

井 

孝 

作 
 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
江
ヶ
崎
千
番
地
一 

 

同 
 

新 

井 
 

 

茂 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

八
百
十
八
番
地 

 

同 
 

石 

井 

忠 

義 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
七
百
六
十
二
番
地
一 

 

同 
 

石 

井 
 

 

勉 
 

同 
 

同 
 

同 
同 

 

千
五
百
六
十
一
番
地 

 

同 
 

石 

川 
 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
九
百
五
十
八
番
地
二 

 

同 
 

小 

川 
 

 

勇 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
八
百
四
十
番
地
一 

 

同 
 

小 

川 
 

 

修 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

二
千
六
十
番
地
三 

 

同 
 

小 

川 

久 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

二
千
六
十
八
番
地 

 

同 
 

福 

島 
 

 

榮 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
二
十
一
番
地 

 

同 
 

松 

島 

政 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
八
百
十
七
番
地 

 

同 
 

矢 

島 

正 

弘 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
百
三
十
四
番
地 

 

同 
 

石 

井 

敏 

雄 
 

同 
 

白
岡
市
実
ヶ
谷
八
百
六
十
九
番
地 

 

同 
 

齋 

藤 

佳 

文 
 

同 
 

同 
 

岡
泉
六
百
七
十
番
地 

 

同 
 

利
根
川 

英 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

四
百
九
十
七
番
地 

 

同 
 

横 

田 

保 

男 
 

同 
 

同 
 

実
ヶ
谷
三
百
六
十
八
番
地 

 

監
事 

石 

井 

俊 

治 
 

同 
 

蓮
田
市
大
字
江
ヶ
崎
千
七
百
六
十
三
番
地 

 

同 
 

矢 

島 

昭 

治 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
九
百
八
十
六
番
地 

 

同 
 

倉 

持 

健 

一 
 

同 
 

白
岡
市
実
ヶ
谷
四
百
三
十
三
番
地 

二 

退
任 

 

職
名 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

 

理
事 

新 

井 

孝 

作 
 

埼
玉
県
蓮
田
市
大
字
江
ヶ
崎
千
番
地
一 

 

同 
 

新 

井 
 

 

茂 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

八
百
十
八
番
地 

 

同 
 

石 

川 
 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
九
百
五
十
八
番
地
二 

 

同 
 

石 

井 

忠 

義 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
七
百
六
十
二
番
地
一 

 

同 
 

石 

井 
 

 

勉 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
五
百
六
十
一
番
地 



 

同 
 

福 

島 
 

 

榮 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
二
十
一
番
地 

 

同 
 

小 

川 
 

 

勇 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
八
百
四
十
番
地
一 

 
同 

 

小 

川 
 

 

修 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

二
千
六
十
番
地
三 

 

同 
 

小 

川 

久 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

二
千
六
十
八
番
地 

 

同 
 

矢 
島 

正 

弘 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
百
三
十
四
番
地 

 

同 
 

松 

島 
政 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
八
百
十
七
番
地 

 

同 
 

石 

井 

敏 
雄 

 

同 
 

白
岡
市
実
ヶ
谷
八
百
六
十
九
番
地 

 

同 
 

齋 

藤 

佳 
文 

 

同 
 

同 
 

岡
泉
六
百
七
十
番
地 

 

同 
 

利
根
川 

英 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

四
百
九
十
七
番
地 

 

同 
 

横 

田 

保 

男 
 

同 
 

同 
 

実
ヶ
谷
三
百
六
十
八
番
地 

 

監
事 

石 

井 

俊 

治 
 

同 
 

蓮
田
市
大
字
江
ヶ
崎
千
七
百
六
十
三
番
地 

 

同 
 

矢 

島 

昭 

治 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
 

千
九
百
八
十
六
番
地 

 

同 
 

倉 

持 

健 

一 
 

同 
 

白
岡
市
実
ヶ
谷
四
百
三
十
三
番
地 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
十
二
号 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

埼
玉
県
第

六
七
九
号 

埼
玉
県
第

六
六
四
号 

埼
玉
県
第

六
〇
六
号 

 

登
録
番
号 

混
合
有
機

質
肥
料 

混
合
有
機

質
肥
料 

消
石
灰 

肥
料
の 

種 
 

類 

グ
リ
ー
ン

Ｋ
Ｂ
‐
Ｓ 

混
合
有
機

質
肥
料
４

２
号 

６
０
・
０

消
石
灰 

肥
料
の 

名 
 

称 
窒
素
全
量 

 
 

 
 

 

四
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

 
 

 
 

十
一
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

窒
素
全
量 

 
 

 
 

 

四
・
五 

り
ん
酸
全
量 

 
 

 
 

 

二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

ア
ル
カ
リ
分 

 
 

 
 

六
十
・
〇 

保
証
成
分
量
（
％
） 

そ

の

他

の

規

格 

平
成
三
十
一

年
二
月
四
日 

平
成
三
十
一

年
二
月
十
五

日 平
成
三
十
四

年
二
月
十
四

日 登 

録 

の 

有
効
期
限 

株
式
会
社
コ
バ
ヤ
シ

ユ
ニ
オ
ン 

東
京
都
板
橋
区
前
野

町
三
丁
目
七
番
四
号 

朝
日
工
業
株
式
会
社 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川

町
渡
瀬
二
百
二
十
二

番
地 

岩
水
石
灰
工
業
株
式

会
社 

静
岡
県
浜
松
市
浜
北

区
根
堅
二
千
三
百
四

十
五
番
地 

生

産

業

者

の

氏

名 
 

又
は
名
称
及
び
住
所 



    
 

埼
玉
県
第

六
三
一
号 

埼
玉
県
第

四
六
七
号 

埼
玉
県
第

六
八
一
号 

埼
玉
県
第

六
八
〇
号 

加
工
家
き

ん
ふ
ん
肥

料 炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料 混
合
有
機

質
肥
料 

混
合
有
機

質
肥
料 

ダ
イ
ホ
ウ

有
機
１
号 

５
５
武
甲

炭
酸
カ
ル

シ
ウ
ム
肥

料 グ
リ
ー
ン

Ｋ
Ｂ
‐
Ｌ 

グ
リ
ー
ン

Ｋ
Ｂ
‐
Ｍ 

窒
素
全
量 

 
 

 
 

 

七
・
〇 

り
ん
酸
全
量
四
・
〇 

加
里
全
量 

二
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

ア
ル
カ
リ
分 

五
五
・
〇 

窒
素
全
量 

 
 

 
 

 
四
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

 
 

 
 

十
二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

窒
素
全
量 

 
 

 
 

 

四
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

 
 

 
 

十
二
・
〇

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

平
成
三
十
四

年
三
月
十
六

日 平
成
三
十
四

年
三
月
二
十

四
日 

平
成
三
十
一

年
二
月
四
日 

平
成
三
十
一

年
二
月
四
日 

大
鳳
商
事
株
式
会
社 

東
京
都
中
央
区
銀
座

三
丁
目
四
番
一
号 

秩
父
石
灰
工
業
株
式

会
社 

東
京
都
中
央
区
新
川

一
丁
目
八
番
六
号 

株
式
会
社
コ
バ
ヤ
シ

ユ
ニ
オ
ン 

東
京
都
板
橋
区
前
野

町
三
丁
目
七
番
四
号 

株
式
会
社
コ
バ
ヤ
シ

ユ
ニ
オ
ン 

東
京
都
板
橋
区
前
野

町
三
丁
目
七
番
四
号 



  
埼
玉
県
第 

五
八
六
号 

埼
玉
県
第

六
三
二
号 

消
石
灰 

加
工
家
き

ん
ふ
ん
肥

料 

防
散
消
石

灰 ダ
イ
ホ
ウ

有
機
２
号 

ア
ル
カ
リ
分 六

五
・
〇 

窒
素
全
量 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

六
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

 
 

 
 

 

四
・
〇 

加
里
全
量 

 

 
 

 
 

 

二
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

平
成
三
十
四

年
五
月
十
四

日 平
成
三
十
四

年
三
月
十
六

日 

秩
父
石
灰
工
業
株
式

会
社 

東
京
都
中
央
区
新
川

一
丁
目
八
番
六
号 

大
鳳
商
事
株
式
会
社 

東
京
都
中
央
区
銀
座

三
丁
目
四
番
一
号 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
十
三
号 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同

法
第
十
六
条
第
一
項
第
六
号
の
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   

  

埼

玉

県

第

六
九
〇
号 

 

埼

玉

県

第

六
八
五
号 

 

埼
玉
県
第 

六
八
二
号 

登
録
番
号 

 

混

合

有

機

質

肥
料 

 

混

合

有

機

質

肥
料 

 副
産
石
灰
肥
料 

肥
料
の
種
類 

兼
松
ア
グ
リ
テ

ッ
ク
株
式
会
社 

 

代
表
者
の
変
更 

キ
ュ
ー
ピ
ー
タ

マ
ゴ
株
式
会
社 

 

代
表
者
の
変
更 

変
更
事
項 

変
更
後 

変
更
前 

変
更
後 

変
更
前 

 
 

変 

更 

内 

容 

代
表
取
締
役 

加
藤 

勇 

代
表
取
締
役 
小
島 

健
一 

代
表
取
締
役 

楠
本 

正 
代
表
取
締
役 

逸
見 

良
則 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
十
四
号 

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
肥
料
の

登
録
が
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  

  

埼
玉
県
第

五
八
五
号 

  

埼
玉
県
第

五
五
七
号 

埼
玉
県
第

六
五
六
号 

登
録
番
号 

肉
か
す
粉
末 

  

乾
燥
菌
体
肥

料 混
合
有
機
質

肥
料 

肥
料
の
種
類 

１
０
・
０
肉
粉 

  

乾
燥
菌
体
肥
料
４

号 千
成
混
合
有
機
質

肥
料 肥

料
の
名
称 

窒
素
全
量 

 
 

 
 

一
〇
・
〇 

  

窒
素
全
量 

六
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

三
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

窒
素
全
量 

三
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

三
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

保
証
成
分
量
（
％
） 

そ

の

他

の

規

格 

太
田
油
脂
産
業
株
式
会

社 埼
玉
県
八
潮
市
大
字
垳

五
百
四
十
一
番
十 

  

朝
日
工
業
株
式
会
社 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町

渡
瀬
二
百
二
十
二
番
地 

千
成
産
業
株
式
会
社 

埼
玉
県
日
高
市
原
宿
七

百
五
十
三
番
地
一 

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名

称

及

び

住

所 



    

埼
玉
県
第

三
八
〇
号 

埼
玉
県
第

三
七
九
号 

 

埼
玉
県
第

六
一
六
号 

埼
玉
県
第

六
一
五
号 

登
録
番
号 

肉
骨
粉 

蒸
製
骨
粉 

 

乾
燥
菌
体
肥

料 乾
燥
菌
体
肥

料 肥
料
の
種
類 

１
０
・
０
蒸
製
肉

骨
粉 

２
２
・
０
蒸
製
骨

粉 

 

乾
燥
菌
体
肥
料
８

７
号 

乾
燥
菌
体
肥
料
７

３
号 肥

料
の
名
称 

窒
素
全
量 

七
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

 
 

 
 

一
〇
・
〇 

 

窒
素
全
量 

四
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

 
 

 

二
十
二
・
〇 

窒
素
全
量 

八
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

七
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

窒
素
全
量 

七
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

三
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

保
証
成
分
量
（
％
） 

そ

の

他

の

規

格 

大
東
肥
料
株
式
会
社 

東
京
都
江
東
区
亀
戸
六

丁
目
四
十
九
番
十
二
号 

大
東
肥
料
株
式
会
社 

東
京
都
江
東
区
亀
戸
六

丁
目
四
十
九
番
十
二
号 

朝
日
工
業
株
式
会
社 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町

渡
瀬
二
百
二
十
二
番
地 

朝
日
工
業
株
式
会
社 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町

渡
瀬
二
百
二
十
二
番
地 

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名

称

及

び

住

所 



    

埼
玉
県
第

六
五
七
号 

  

埼
玉
県
第

六
六
五
号 

登
録
番
号 

混
合
有
機
質

肥
料 

化
成
肥
料 

  

肥
料
の
種
類 

マ
リ
ン
有
機
２
８

１ 

 

く
み
あ
い
有
機
入

り
化
成
肥
料
７
８

４
号 

 

肥
料
の
名
称 

窒
素
全
量 

二
・
五 

り
ん
酸
全
量 

八
・
五 

加
里
全
量 

一
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

窒
素
全
量 

 
 

 
 

 

七
・
〇 

く
溶
性
り
ん
酸 

 
 

 
 

 

八
・
五 

く
溶
性
加
里 

 
 

 
 

 

四
・
八 

内
水
溶
性
加
里 

 
 

 
 

 

一
・
八 

く
溶
性
苦
土 

 
 

 
 

 

二
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

保
証
成
分
量
（
％
） 

そ

の

他

の

規

格 

兼
松
ア
グ
リ
テ
ッ
ク
株

式
会
社 

茨
城
県
神
栖
市
東
深
芝

四
番
地
七 

  

朝
日
工
業
株
式
会
社 

埼
玉
県
児
玉
郡
神
川
町

渡
瀬
二
百
二
十
二
番
地 

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名

称

及

び

住

所 



  

埼
玉
県
第

六
八
四
号 

登
録
番
号 

混
合
有
機
質

肥
料 

肥
料
の
種
類 

Ｋ
Ｂ-

Ｓ
Ｖ 

肥
料
の
名
称 

窒
素
全
量 

 
 

 
 

 

五
・
〇 

り
ん
酸
全
量 

 
 

 
 

 

六
・
〇 

含
有
を
許
さ
れ
る
有

害
成
分
の
最
大
量
及

び
そ
の
他
の
制
限
事

項
は
、
公
定
規
格
の

と
お
り 

保
証
成
分
量
（
％
） 

そ

の

他

の

規

格 

株
式
会
社
コ
バ
ヤ
シ
ユ

ニ
オ
ン 

東
京
都
板
橋
区
前
野
町

三
丁
目
七
番
四
号 

生
産
業
者
の
氏
名
又
は

名

称

及

び

住

所 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
十
五
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画

に
関
す
る
公
聴
会
を
開
催
す
る
の
で
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称
、
公
聴
会
の
期
日
、
時
間
及
び
場
所
、
公
述
申
出
書
の
提
出
期 

 

間
及
び
提
出
先
並
び
に
都
市
計
画
の
構
想
の
閲
覧
期
間
及
び
閲
覧
場
所 

 

別
記
一
の
と
お
り 

二 

公
述
申
出
書
の
様
式 

 
 

別
記
二
の
と
お
り 

三 

公
聴
会
に
関
す
る
問
合
せ
先 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課 

 
 

電
話 

○
四
八
―
八
三
○
―
五
三
四
一 

ロ 

当
該
都
市
計
画
区
域
に
係
る
市
役
所
又
は
町
役
場
の
都
市
計
画
主
管
課 

 
 



別
記
一 

   

一 番
号 

越
谷 

都
市
計
画 

区
域
名 

越
谷
市 

吉
川
市 

松
伏
町 

市
町
村
名 

「
都
市
計
画
区

域
の
整
備
、
開

発
及
び
保
全
の

方
針
」 

「
区
域
区
分
」 

都
市
計
画
の 

種
類
及
び
名
称 

平
成
二
十
八
年

九
月
一
日
午
前

十
時
三
十
分
か

ら 期
日
及
び
時
間 公

聴
会 吉

川
市 

中
央
公
民
館 

三
〇
一
、
三
〇

二
講
座
室 

場 
 

所 

平
成
二
十
八
年

八
月
九
日
か
ら

平
成
二
十
八
年

八
月
二
十
三
日

ま
で 提

出
期
間 公

述
申
出
書 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
越
谷
市
都

市
計
画
課
、
吉

川
市
都
市
計
画

課
、
松
伏
町
新

市
街
地
整
備
課 

提 

出 

先 

平
成
二
十
八
年

八
月
九
日
か
ら

平
成
二
十
八
年

八
月
二
十
三
日

ま
で 閲

覧
期
間 

都
市
計
画
の
構
想 

埼
玉
県
都
市
整

備
部
都
市
計
画

課
、
埼
玉
県
越

谷
県
土
整
備
事

務
所
、
越
谷
市

都
市
計
画
課
、

吉
川
市
都
市
計

画
課
、
松
伏
町

新
市
街
地
整
備

課 

閲
覧
場
所 



別記二 

 

＊「意見の要旨及びその理由」記載上の注意 

 （１）４００字程度で意見の要旨及びその理由を区分して記載してください。 

 （２）楷書で、横書きにしてください。 

 

 

公 述 申 出 書  

 

 

 

 平成  年  月  日付け埼玉県報に登載された   都市計画 

          の変更の構想に対して、次のとおり意見を述べたいので 

 申し出ます。 

 

 

     平成  年  月  日 

 

 

 （宛先） 

  埼玉県知事 

 

 

 

   公述申出人 

 

      住 所 

 

     氏 名             印 

 

     連絡先（電話番号） 

 

     年 齢 

 

     職 業 

 

 

   意見の要旨及びその理由          別紙 

 



告

示 

埼
玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
二
十
二
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 埼

玉
県
越
谷
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

渡 

辺 

賢 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
七
月
二
十
一
日 

 
 

指
令
越
建
セ
第
二
七
〇
〇
一
二
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
三
日 

 
 

越
建
セ
第
一
六
三
―
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
字
姫
宮
七
十
二
番
一
、
七
十
二
番
五 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
南
埼
玉
郡
宮
代
町
百
間
五
丁
目
三
番
二
号 

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
ハ
イ
ツ

一
〇
三
号 

 
 

小
河
原 

一
夫 



雑

報 

 
収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果
の
概
要
の
公
表
に
関
す
る
告
示 

 
 

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）

第
五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
八
年
六
月
に
収
去
し
た
飼
料
等
の
試
験
結
果
の

概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
八
月
九
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

埼
玉
県
病
害
虫
防
除
所
長 

須 

永 

真
理
子 

 



１．安全性に関する検査 

製 造 事 業 場 等 の 

名 称 及 び 所 在 地 
収 去 場 所 

飼料又は飼

料 

添加物の区

分 

飼料又は飼料添加物の名称 

製  造 

（輸入 ) 

年 月 

試 験 項 目 
違反の有無及び 

違反の内容 

埼玉酪農業協同組合 

埼玉県深谷市 

同左 乾牧草等 

 

スーダン H28.5 重金属－鉛、カドミウム、 

    ひ素 

無 

乾牧草等 クレイングラス H28.5 重金属－鉛、カドミウム、 

    ひ素 

無 

乾牧草等 オーツヘイ H28.5 重金属－鉛、カドミウム、 

    ひ素 

無 

乾牧草等 カナダチモシー H28.4 重金属－鉛、カドミウム、 

    ひ素 

無 

乾牧草等 ルーサン H28.5 重金属－鉛、カドミウム、 

    ひ素 

無 

寿産業株式会社 

埼玉県深谷市 

同左 混合飼料 バイプロゲイン H28.5 重金属－鉛、カドミウム、 

    ひ素 

無 

混合飼料 武州和牛サポート H28.5 重金属－鉛、カドミウム、 

    ひ素 
無 

混合飼料 ドライミックス H28.5 重金属－鉛、カドミウム、 

    ひ素 
無 

混合飼料 武州和牛サプリ H28.5 重金属－鉛、カドミウム、 

    ひ素 
無 

混合飼料 バイプロコール H28.5 重金属－鉛、カドミウム、 

    ひ素 
無 

田村製薬株式会社 

行田工場 

埼玉県行田市 

同左 混合飼料 カウグルコン「散」 H28.6 重金属－鉛、カドミウム、 

    ひ素 
無 

混合飼料 アイジガード S-200 H28.3 重金属－鉛、カドミウム、 

    ひ素 
無 

 (注)１．飼料又は飼料添加物の名称の欄中の「  ○規  」は、法第二十七条第一項又は第二十九条第二項若しくは第三十条第二項の規定に基づく規格適合表示  

     飼料であることを示す。  



２．栄養成分に関する検査 

製 造 事 業 場 等 の 

名称及び所在地  
収 去 場 所 飼 料 の 名 称 

製  造 

(輸入) 

年 月 

試 験 結 果 の 概 要 
違反の有無及

び違反の内容 

寿産業株式会社 

埼玉県深谷市 

同左 バイプロゲイン H28.5 栄養成分等－粗蛋白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分 無 

武州和牛サポート H28.5 栄養成分等－粗蛋白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分 無 

ドライミックス H28.5 栄養成分等－粗蛋白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分 無 

武州和牛サプリ H28.5 栄養成分等－粗蛋白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分 無 

バイプロコール H28.5 栄養成分等－粗蛋白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分 無 

田村製薬株式会社 

行田工場 

埼玉県行田市 

同左 カウグルコン「散」 H28.6 栄養成分等－粗蛋白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分 無 

アイジガード S-200 H28.3 栄養成分等－粗蛋白質、粗脂肪、粗繊維、粗灰分 無 

(注)１．飼料の名称の欄中の「  ○規  」は、法第二十七条第一項又は第二十九条第二項若しくは第三十条第二項の規定に基づく規格適合表示飼料であること

を示す。 
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